
総和庁舎　℡92-3111
古河庁舎　℡22-5111
三和庁舎　℡76-1511
健康の駅　各課直通電話番号
古河福祉の森会館　各課直通電話番号

各庁舎の住所は29ページをご覧ください
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※令和7年度、古河市は合併20周年です。主なイベントに「合併20周年記念」の冠を付けて実施しています。
対象となる事業には、タイトルの頭に⑳を付けています。

  
市
役
所
か
ら

施
設
の
臨
時
休
館

■
古
河
福
祉
の
森
会
館

期
日　
1
月
24
日
㈯
・
25
日
㈰

問　

健
康
づ
く
り
課
℡
４
８
‐

６
８
８
２

各
施
設
の
閉
館

　
３
月
１
日
の
ふ
く
ろ
う
の
森
プ
ラ
ザ

の
開
館
に
伴
い
、
左
記
の
４
施
設
は
記

載
さ
れ
た
期
日
を
も
っ
て
閉
館
し
ま
す
。

■
中
央
公
民
館
・
サ
ー
ク
ル
館

期
日　
２
月
28
日
㈯

問　

中
央
公
民
館
℡
９
２
‐

４
５
０
１
、

産
業
戦
略
課

■
さ
く
ら
公
民
館
・
ふ
れ
あ
い
公
民
館

期
日　
３
月
31
日
㈫

問　

さ
く
ら
公
民
館
℡
９
２
‐

３
４
２
２
、
ふ
れ
あ
い
公
民
館
℡
９
２

‐
３
０
３
６

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

交
付
の
た
め
休
日
開
庁
し
ま
す

　
交
付
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
書
類
を

指
定
の
交
付
場
所
に
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
の
サ
ポ
ー
ト
も
行
い
ま
す
。

期
日　
2
月
8
日
㈰

時
間　
8
時
30
分
～
11
時
45
分

場
所　

市
民
総
合
窓
口
課

問　

市
民
総
合
窓
口
課

償
却
資
産(

固
定
資
産
税)

の

申
告
期
限
は
2
月
2
日
で
す

　
市
内
に
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る

事
業
者
等
は
、
毎
年
1
月
1
日
現
在
に

所
有
し
て
い
る
償
却
資
産
の
申
告
が
必

要
で
す
。
該
当
資
産
が
な
い
、
昨
年
中

に
資
産
の
増
減
が
な
い
、
昨
年
中
に
廃

業
等
を
し
た
事
業
者
等
も
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。
申
告
用
紙
が
必
要
な
場
合

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
か
、
各
窓
口
で
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。「e

エ
ル
タ
ッ
ク
ス

LTA
X

」
を
利
用
す
る
と
簡
単

に
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

申
込　
2
月
2
日
㈪
ま
で
に

資
産

税
課
、

市
民
総
合
窓
口
課
、

市
民

総
合
窓
口
室
、
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス

テ
ム
「eLTA

X

」
で
申
し
込
み

問　

資
産
税
課

ヨ
シ
・
芝
焼
き
の
実
施

　
排
水
路
・
田
ん
ぼ
・
休
耕
地
等
の
保

全
管
理
の
た
め
、
ヨ
シ
・
芝
焼
き
を
実

施
し
ま
す
。
風
向
き
に
よ
り
煙
等
の
影

響
が
あ
り
ま
す
。

期
間　
1
月
中
旬
～
2
月
中
旬

場
所　
各
土
地
改
良
区
内

問　

農
政
課

土
地
改
良
区
施
設
で
の

盗
難
被
害
に
対
す
る
注
意
喚
起

　

市
内
や
近
隣
の
土
地
改
良
区
施
設

で
、
窓
ガ
ラ
ス
等
か
ら
施
設
内
に
侵
入

さ
れ
、
物
品
を
盗
ま
れ
る
事
件
が
多
発

し
て
い
ま
す
。
不
審
な
人
物
や
車
両
を

見
つ
け
た
場
合
は
、
警
察
に
通
報
を
し

て
く
だ
さ
い
。

問　

農
政
課

国
民
年
金
保
険
料
の

口
座
振
替
制
度

　
国
民
年
金
保
険
料
を
口
座
振
替
で
ま

と
め
て
納
付(

前
納)

す
る
と
、
現
金
納

付
よ
り
も
割
引
額
が
大
き
く
な
り
ま

す
。
申
し
込
み
時
期
に
よ
っ
て
、
振
替

期
間
が
異
な
り
ま
す
。
4
月
に
開
始
す

る
前
納
の
申
込
期
限
は
２
月
末(

日
本

年
金
機
構
必
着)
で
す
。

持
参
物　
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の
、

通
帳
、
口
座
届
け
出
印

問　

国
保
年
金
課
、
下
館
年
金
事
務

所
℡
０
２
９
６
‐
２
５
‐
０
８
２
９

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る

第
三
者
行
為
に
よ
る
被
害
届

　
交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
か
ら
受
け

た
傷
病
に
つ
い
て
、
マ
イ
ナ
保
険
証
等

を
使
用
し
て
治
療
を
受
け
る
場
合
「
第

三
者
行
為
に
よ
る
被
害
届
」
の
提
出
が

必
要
で
す
。

問　

国
保
年
金
課

民
生
委
員
・
児
童
委
員
が

委
嘱
さ
れ
ま
し
た

　
任
期
満
了
に
よ
る
一
斉
改
選
が
行
わ

れ
、
12
月
１
日
付
で
２
１
0
人
が
委
嘱

さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
３
年
間
で
す
。

委
員
名
簿
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問　

福
祉
推
進
課

℡
９
２
‐
５
７
７
１

社
会
教
育
関
係
団
体
の

更
新
手
続
き

　
登
録
証
の
有
効
期
限
が
２
０
２
６
年

3
月
31
日
の
団
体
は
、
早
め
に
更
新
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

更
新
期
限　
3
月
13
日
㈮

申
込　
①
古
河
市
社
会
教
育
関
係
団
体

登
録
申
請
書
②
会
則
③
会
員
名
簿
④
直

近
の
年
間
活
動
報
告
書
⑤
直
近
の
予
算

書
と
決
算
書
を
利
用
施
設
へ
提
出

※
様
式
は
各
施
設
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
あ
り
ま
す
。

問　

生
涯
学
習
課

学
校
再
編
に
係
る

地
域
と
の
懇
談
会

　
古
河
市
立
小
中
学
校
適
正
規
模
・
適

正
配
置
の
基
本
方
針
を
基
に
、
今
後
の

学
校
再
編
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ま

か
ら
の
ご
意
見
を
直
接
伺
い
ま
す
。

期
日　
①
1
月
24
日
㈯
②
1
月
31
日
㈯

③
2
月
7
日
㈯

時
間　
10
時
～
11
時
、
13
時
30
分
～
14

時
30
分

場
所　
①
野
本
電
設
工
業
コ
ス
モ
ス
プ

ラ
ザ(

庁
舎
3
階)

②
ユ
ー
セ
ン
タ
ー
KI

防
水
③
サ
ン
ワ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ル
ス
ペ
ー

ス
Ｕ
古
河

問　

教
育
政
策
室

小
学
校
新
入
学
学
用
品
費
の

入
学
前
支
給
申
請
受
け
付
け

　

経
済
的
理
由
で
お
困
り
の
保
護
者

に
、
学
用
品
費
等
の
費
用
の
一
部
を
援

助
し
て
い
ま
す
。
入
学
前
支
給(

新
入

市HP

eLTAX

　ネーミングライツのパートナー企業募集　循環バス「ぐるりん号」EV車両の車体に有料広告を掲載しませんか

学
学
用
品
費)

に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象　
令
和
8
年
度
新
小
学
1
年
生
の

保
護
者

申
込
期
限　
1
月
16
日
㈮

申
込
・
問　

教
育
総
務
課

下
水
道
計
画(

案)

の
縦
覧

■
古
河
市(

古
河
・
総
和
処
理
区)

公
共

下
水
道
・
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

事
業
計
画
変
更(

案)

の
縦
覧

案
件　
農
業
集
落
排
水
統
合(

前
林
地

区
、
高
野
地
区
、
上
大
野
・
稲
宮
地
区)

に
伴
う
事
業
計
画
区
域
の
拡
大

■
古
河
市(

三
和
処
理
区)

公
共
下
水

道
・
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業

計
画
変
更(

案)

の
縦
覧

案
件　
農
業
集
落
排
水
統
合(

三
和
北

部
地
区)

に
伴
う
事
業
計
画
区
域
の
拡

大【
共
通
事
項
】

縦
覧
期
間　
1
月
9
日
㈮
～
23
日
㈮

縦
覧
場
所　

下
水
道
課

意
見
書
提
出
期
限　
1
月
23
日
㈮

※
様
式
は

下
水
道
課
に
あ
り
ま
す
。

申
込
・
問　

下
水
道
課

　7月に契約期間満了となる施設について、パートナー企業を募集します。市では、この事業で得
られた広告料収入を活用して、施設の運営維持を図っています。愛称には企業名や商品名等を含め
ることもできるため、ぜひ、市有財産を貴社の広告塔としてお使いください。

対象　市道0101号線(三小前歩道橋含む)
命名条件　「十間通り」を含めること
応募資格　民間事業者(法人に限る)
※別途資格要件あり。
契約期間　3年～5年

申込期限　3月31日㈫
※申し込み方法などの詳細は、市ホームペー
ジをご覧ください。
申込・問　 財産活用課

　ぐるりん号の車体に4月から広告を掲載する事業者を募
集します。
対象車両　西コース、北コースを運行するEV車両
費用　165,000円～/年
※別途、制作料等がかかります。
申込・問　1月30日㈮までに、 交通防犯課または市ホー
ムページにある申請書を提出

交通防犯課 koutsuu@city.ibaraki-koga.lg.jp

出入口側

背面
運転席側


